
和泉市入札参加有資格業者指名停止要綱 
（平成１７年４月２８日制定） 

（目的） 
第１条 この要綱は、本市が発注する建設工事、建設工事に関連する設計・測

量等の業務委託、物品購入及び役務提供等の適正な履行を図るため、入札の

参加資格を有する業者（以下「有資格業者」という。）の指名停止等の措置に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 
（指名停止） 
第２条 市長は、有資格業者（代表者を含む役員、代理人及び使用人を含む。

以下同じ。）が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、

当該措置要件ごとに定めるところにより期間を定め、和泉市建設工事請負業

者指名委員会（以下「指名委員会」という。）の議を経て、当該有資格業者に

ついて指名停止を行うものとする。ただし、市長が指名委員会に諮る必要が

ないと認めるときは、指名委員会の議を経ることなく、当該有資格業者につ

いて指名停止を行うことができる。 
２ 前項の場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名している

ときは、当該指名を取り消すものとする。 
３ 市長は、指名停止期間の満了後、なお、当該指名停止の事由となった事実

が継続していると認める有資格業者に対しては、再度指名停止を行うことが

できる。 
４ 指名停止の起算日は、市長において当該事実を認定した日とする。ただし、

第８条第１項又は第２項の規定により当該指名停止の事由と同一の事由によ

り既に指名回避を行っているとき（同条第２項の規定により特定の入札につ

いて指名回避を行った場合を除く。）は、当該指名回避を決定した日から起算

するものとする。 
５ 市長は、この要綱により指名停止を行い、指名停止期間を変更し、又は指

名停止を解除したときは、当該有資格業者に対しその旨を通知するものとす

る。ただし、通知の必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省

略することができる。 
（下請負人及び共同企業体に関する指名停止） 
第３条 市長は、前条第１項の規定により指名停止を行う場合において、当該

指名停止の事由について責めを負うべき有資格業者である下請負人のあるこ

とが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の

期間の範囲内で指名停止を併せて行うものとする。 
２ 市長は、前条第１項の規定により共同企業体について指名停止を行うとき

は、当該共同企業体の有資格業者である構成員（当該指名停止の事由につい



て、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。）についても、当該共同

企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併

せて行うものとする。 
３ 市長は、前条第１項又は前２項の規定による指名停止に係る有資格業者を

構成員に含む共同企業体についても、当該指名停止の期間の範囲内で情状に

応じて期間を定め、指名停止を行うことができる。 
４ 前３項の規定による指名停止を行う場合の手続は、前条第 1 項に準じて行
うものとする。 
（指名停止の期間の特例） 
第 4 条 有資格業者が、一の事案により別表に掲げる措置要件の２以上に該当
するときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いもののうちから指名

停止期間を定めるものとする。         
２ 有資格業者が、指名停止期間中又は当該期間の満了後３年を経過するまで

の間に、他の事件について別表に掲げる措置要件に該当することになったと

き、又は第２条第３項の規定により再度指名停止を行ったときは、別表及び

前項の規定にかかわらず、当該措置要件について定める期間の２倍の期間の

うちから指名停止期間を定めることができる。ただし、その期間は、２年を

超えないものとする。 
３ 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めると

きは、別表に規定する期間（前２項の規定を適用して定めた期間を含む。以

下同じ。）の２分の１の期間のうちから指名停止期間を定めることができる。

ただし、その期間は、１月を下らないものとする。 
４ 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は有資格業者

が極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間を超える期間を

定める必要があると認めるときは、同表に規定する期間の２倍の期間のうち

から指名停止期間を定めることができる。ただし、その期間は、２年を超え

ないものとする。 
５ 市長は、指名停止期間中の有資格業者（以下「指名停止業者」という。）に

係る指名停止事由について、情状酌量すべき特別の事由が明らかとなったと

きは、指名停止期間を２分の１に、極めて悪質な事由があることが明らかと

なったときは、指名停止期間を２倍に変更することができる。ただし、その

期間は、１月を下らず、２年を超えないものとする。 
６ 前項の規定により指名停止期間を２分の１に変更する場合において、既に

当該変更後の期間を徒過している場合の指名停止期間は、当該変更決定日ま

でとする。 
７ 市長は、別表１３の項各号のいずれかに該当するとして指名停止を行う場



合において、同項に該当することとなった有資格業者から私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止

法」という。）第７条の２第５項又は第７項から第９項までのいずれかに該当

する旨の申出を受け、これを確認したときは、同表１３の項に規定する期間

の２分の１に相当する期間を指名停止期間とすることができる。 
８ 市長は、別表１３の項各号のいずれかに該当するとして既に指名停止を受

けている有資格業者から、独占禁止法第７条の２第５項又は第７項から第９

項までのいずれかに該当する旨の申出を受け、これを確認したときは、当該

指名停止期間を２分の１に変更することができる。第６項の規定は、この場

合について準用する。 
９ 第３項、第５項又は前２項の規定により指名停止期間を定め、又は変更す

る場合において、当該指名停止期間に１月未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 
10 市長は、指名停止業者が指名停止事由について責めを負わないことが明らか
となったと認めるときは、当該指名停止業者に係る指名停止を解除するもの

とする。 
（指名停止の承継） 
第 5 条 市長は、指名停止業者から合併等により営業を実質的に承継したと認
められる有資格業者があるときは、当該営業を承継した有資格業者に対して

引き続き指名停止を行うものとする。 
（随意契約の相手方の制限） 
第６条 市長は、指名停止業者を本市の随意契約の相手方としないものとする。

ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときはこの限りでない。 
（警告及び注意） 
第７条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるとき

は、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うこと

ができる。 
（指名回避） 
第８条 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するお

それがあると認めるときは、当該要件に該当するか否かの確認ができる日ま

で当該有資格業者に対する指名回避を行うことができる。 
２ 市長は、前項の規定にかかわらず、有資格業者が別表に掲げる措置要件の

いずれかに該当するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、

あらかじめ期間を定めて又は特定の入札について指名回避を行うことができ

る。この場合において、指名回避の期間を定めるときは、別表に掲げる措置

要件ごとに定める期間（第 4条第 2項から第 4項まで又は第 7項の規定によ



り、期間を短縮し、又は延長すべき場合は、短縮し、又は延長した後の期間

とする。第４項において同じ。）を超えないものとする。 
３ 市長は、有資格業者が不渡手形を発行するなど経営不振に陥ったときは、

経営が再建されたと認められる日まで指名を回避するものとする。 
4 市長は、第 1項又は第 2項の規定により指名回避を行った有資格業者が別表
に掲げる措置要件に該当しないことが明らかとなったと認めるとき、若しく

は第 1 項の規定による指名回避の期間が別表に掲げる措置要件ごとに定める
期間を徒過したとき、又は第 3 項の規定により指名回避を行った有資格業者
の経営が再建されたと認めるときは、当該指名回避を解除するものとする。 

5 第 2条第 2項、第 5条及び第 6条の規定は、第 1項から第 3項までの規定に
より指名回避を行う場合について準用する。ただし、第 2 項の規定により特
定の入札について指名回避を行う場合は、第 2条第 2項及び第 6条の規定は
準用しない。 
（下請等の禁止） 
第９条 市長は、指名停止業者が本市が発注する建設工事等の下請負人となる

ことを認めないものとする。ただし、指名停止前に下請負人となっている場

合等やむを得ない事由があると認める場合にあっては、この限りでない。 
（指名停止の公表） 
第 10条 市長は、この要綱により指名停止を行ったときは、当該指名停止に係
る有資格業者の氏名（会社にあっては名称及び所在地並びに代表者の氏名、

共同企業体にあっては構成企業の名称及び所在地並びに当該企業の代表者の

氏名）を公表するものとする。 
（その他） 
第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
   附 則  
（施行期日） 
１ この訓令は、平成１７年５月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 改正前に和泉市建設工事等指名停止要綱（昭和５３年６月３日制定）に基

づき指名停止等の措置を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
   附 則 
（施行期日） 
１ この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 
（経過措置） 



２ 改正前に和泉市入札参加有資格業者指名停止要綱に基づき指名停止等の措

置を受けているものは、なお従前の例による。 
   附 則  
（施行期日） 
 この訓令は、平成１９年９月２８日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 表 

措 置 要 件 期  間 

（虚偽記載） 
１ 本市の発注する建設工事、建設工事に関連する設計・測量

等の業務委託、物品購入及び役務提供等の契約に係る入札参

加資格審査申請書等その他の入札前の調査資料、又は建設業

法（昭和２４年法律第１００号）第２４条の７第１項に規定

する施工体制台帳その他の入札後の書類に虚偽の記載をし、

契約の相手方として不適当であると認められるとき。 
 
（契約の不履行等） 
２ 有資格業者が本市との契約の履行に当たり、次の各号のい

ずれかに該当するとき。 
（１） 有資格業者の責めにより契約の解除がなされたと

き。 
（２） 有資格業者の債務不履行により、損害保険会社等に

保険金の支払い等の履行請求がなされたとき。 
（３） 契約の履行遅滞により損害金、延滞違約金等遅滞料

の請求がなされたとき。 
 
（粗雑工事等） 
３ 有資格業者が本市との契約の履行に当たり、工事若しくは

製造を粗雑にし、又は物件、成果品の品質若しくは数量につい

て不正の行為を行ったとき。 
 
（契約違反） 
４ 本市との契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手

方として不適当であると認められるとき。 
 
（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 
５ 本市の発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切

であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は

損害（軽微なものを除く）を与えたと認められるとき。 

 
１月以上６月以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１月以上２年以内 
 

１月以上２年以内 
 
６月以上１年以内 

 
 
 

３月以上６月以内 
 
 
 
 

１月以上６月以内 
 
 

 
１年以上２年以内 

 



措 置 要 件 期  間 

６ 本市以外の発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不

適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさ

せ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大である

と認められるとき。 
 
（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故） 
７ 本市の発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切

であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた

と認められるとき。 
 
８ 本市以外の発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不

適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさ

せた場合において、当該事故が重大であると認められると

き。 
 
（成績不良等） 
９ 有資格業者が本市との契約の完了に当たり、次の各号のい

ずれかに該当するとき 
（１） 完成物件、成果品等が不良であると指摘されたとき。 
（２） 現場管理が不良であったとき。 
（３） 監督員又は検査員の指示に従わなかったとき。 
（４） 現場代理人若しくは技術者等の不適正又は一括下請

負等の事案が判明し、必要な措置を講じるよう求め

たにもかかわらず、これを是正しなかったとき。 
（５） 正当な理由がなく履行期限が著しく遅滞したとき。 

 
（入札等） 
10  有資格業者が、本市競争入札等に当たり、次の各号のい
ずれかに該当するとき。 
（１） 競争入札の公正な執行を妨げたとき。 
（２） 落札したにもかかわらず、契約を締結しなかった

とき。 
 

６月以上１年以内 
            

 
 

 
 

６月以上１年以内 
 
 
 

３月以上６月以内 
 
 
 
 
 
 
 

３月以上６月以内 
３月以上６月以内 
３月以上６月以内 
３月以上６月以内 

 
 

３月以上６月以内 
 
 
 

 
１年以上２年以内 
３月以上１年以内 

 



措 置 要 件 期  間 

（３） 現場説明会、仕様説明会若しくは資料配付又は入

札会場において、秩序を乱す言動、態度等を行っ

たとき。 
（４） 陳情、営業活動等において、秩序を乱す言動、態

度等を行ったとき。 
（５） 現場説明会、仕様説明会若しくは資料配付又は入

札（見積合せ）に無断で欠席したとき。 
（６） 郵便入札において、無断で入札書を送付しなかっ

たとき。 
 
（他の業者の契約妨害） 
11 有資格業者が、本市との契約について、落札者が契約を締
結すること又は契約を履行することを妨げたとき。 

 
（談合等） 
12 有資格業者が、次の各号のいずれかに該当する競争入札に
おいて、刑法（明治４０年法律第４５号。以下同じ。）第９

６条の３の規定による談合等の容疑により逮捕、書類送検又

は起訴されたとき等。 
（１） 本市発注の建設工事等 
（２） 本市以外の建設工事等 
ア 大阪府下で行われたもの 
イ 大阪府外で行われたもの 

 
（独占禁止法違反行為） 
13 有資格業者が、次の各号のいずれかに該当する競争入札に
おいて、独占禁止法に違反するとして、公正取引委員会から

排除措置命令、課徴金納付命令を受け、若しくは告発され、

又は逮捕若しくは書類送検されたとき等、契約の相手方とし

て不適当であると認められるとき。 
（１） 本市発注の建設工事等 
（２） 本市以外の建設工事等 

 

２月以上４月以内 
 
 

３月以上６月以内 
 

１月以上３月以内 
 

１月以上３月以内 
 
 
 

１年以上２年以内 
 
 
 
 
 
 

 
２年 

 
１年 
６月 

 
 
 
 

 
 
 
２年 

 
 



措 置 要 件 期  間 

   ア 大阪府下で行われたもの 
   イ 大阪府外で行われたもの 
 
（贈賄行為） 
14 有資格業者が、次の各号のいずれかに対して行った贈賄
（刑法第１９８条）の容疑により逮捕、書類送検又は起訴さ

れたとき。 
（１） 当該事案が本市の職員（特別職を含む。以下同じ。）

に対して行われたものであるとき。 
（２） 当該事案が大阪府の機関の職員（本市の職員を除

く。）に対して行われたものであるとき。 
（３） 当該事案が大阪府以外の機関の職員に対して行われ

たものであるとき。 
 
（暴力行為等） 
15 有資格業者が、業務に関し次の各号のいずれかに該当する
行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 
（１） 本市職員に対する暴力行為等 
（２） 大阪府内で行われた暴力行為等 
（３） 大阪府外で行われた暴力行為等 

 
16 有資格業者が、業務に関し本市職員に対し 15（１）に至
らない威迫、暴言、暴行等の行為を行ったとき。 

 
（建設業法違反） 
17 有資格業者が、建設業法の規定に違反し、工事の相手方と
して不適当であると認められるとき。 

 
（その他の法令等違反） 
18 前各号に掲げるもののほか、有資格業者が次の各号のいず
れかに該当するとき。 
（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他業

務上に関連のある法令規則に違反し、処分を受けた 
 

１年 
６月 

 
 
 
 
 
２年 

 
１年 

 
６月 

 
 
 
 
 

１年以上２年以内 
６月以上１年以内 
３月以上６月以内 

 
１月以上１年以内 

 
 
 

３月以上１年以内 
 
 
 
 
 

３月以上６月以内 



措 置 要 件 期  間 

     とき。 
（２） 賃金不払等労働関係法令に違反し、労働基準監督署

から処分を受けたとき。 
（３） 有資格業者が、法人税法違反又は所得税法違反によ

り逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 
 
（営業不振） 
19 有資格業者が、不渡手形の発行等により営業不振に陥った
と認められるとき。 

 
（不正又は不誠実な行為） 
20 前各号に掲げるもののほか、有資格業者が業務に関し不正
又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認

められるとき。 
 
21 前各号に掲げるもののほか、代表者等が禁こ以上の刑に当
たる犯罪により公訴され、又は禁こ以上刑若しくは刑法の規

定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であ

ると認められるとき。 
 
（その他の不適当な事由） 
22 前各号に掲げるもののほか、有資格業者として不適当な事
由があったと認められるとき。 

 
３月以上６月以内 

 
３月以上６月以内 

 
 
 

再建したと認められるま

で指名回避措置 
 
 

１月以上１年以内 
 
 
 

３月以上１年以内 
 
 
 
 
 

１月以上２年以内 

  
 


